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石垣空港ターミナル株式会社 
 

入札説明書補足 
 

1. 工事名称 石垣空港国内線旅客施設保安検査場改修工事 

2. 工事場所 沖縄県石垣市字白保地内 

3. 工事期間 2025年6月10日から2025年3月末日まで 

4. 工事範囲 設計図書記載のとおり 

5. 見積用設計図書等 

(1) 配付資料 

① 一般競争入札 説明書補足（本紙） 

② 見積用設計図書（工事概要書、特記仕様書、補足仕様書を含む）※電子データによる 

 

 

 

 

 

③ その他の図書 ※電子データによる 

A) 工事費見積項目書（EXCEL 及び PDF データ １式） 

注意事項 

1) 本項目書中に不必要と思われる項目がある場合は、削除してよい。 

2) 本項目書中以外に必要と思われる項目がある場合は、追加計上してよい。  

3) 本項目書中に誤字、誤文がある場合は、訂正してよい。 

4) 本項目書は参考資料とし、本項目書中の項目等の脱落等は、一切の責務を負わない。 

B) 質疑応答書 様式（Excel データ １部） 

④ 入札関係様式 ※電子データによる 

A) 入札書 

B) 委任状 

(2) 書類及び電子データ等の破棄 

「守秘義務の遵守に関する誓約書」のとおり、受領した設計図書等のデータ（複写を含む）は

入札執行日までに、速やかに削除すること。 

本入札資料、図面を他の業務に引用、又は漏洩し、発注者、設計者に損害を与えた場合、入札

者は発注者、設計者にその損害を遅滞無く賠償すること。 

6. 関連工事 

本工事は、別途航空会社が主体となり実施する保安検査機器入替に伴う改修工事であるため、関

連工事の関係者と密接に連絡調整を行い、円滑な施工が図れるよう努めるものとする。 

7. 入札見積に関する質疑応答 

(1) 質疑受付 

① 提出期限：2025 年 5 月 13 日（火）午後 4 時までとする。 

② 提 出 先：石垣空港ターミナル株式会社 施設課 

A) 設計図（建築） 

B) 設計図（電気設備） 

C) 設計図（機械設備） 

D) 工程表 

（表紙共 １９ 枚） 

（表紙共 ２４ 枚） 

（表紙共 １０ 枚） 

（  １ 枚) 
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③ 提出方法：電子メール 

④ 宛  先：information@ishigaki-airport.co.jp 

⑤ 回答方法：提出された電子メールアドレスあてに質疑応答書を返信する。 

⑥ 回 答 日：2025 年 5 月 21 日（水）午後 4 時までに回答する。 

(2) その他 

① 質疑のない場合もその旨記入し提出する。 

② 回答の際、追加補足事項の説明や追加補足図書の交付を行うことがある。 

8. 入 札 

(1) 入札の日時及び場所 

① 入札日時：2025 年 5 月 30 日（金） 午後 2 時 

② 入札場所：石垣空港ターミナル株式会社 会議室 A 

(2) 入札時提出物 

① 入札完了後、落札者は以下の書類を提出すること。 

 内訳明細書：「工事費見積項目書」に従い作成する。 

② 上記各書類は用紙及び電子データ(USB メモリー、CD 等)にて提出する。 

内訳明細書（Excel 形式及び PDF 形式） 

(3) 入札に関する注意事項 

① 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 

② 入札書、委任状には、工事名及び工事場所を本「説明書補足」の記載に従い記入すること。 

③ 代理人が入札を行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。な

お、委任状は、代理人の印では訂正できない。 

④ 当該工事の一般競争入札参加資格通知書の写しを提出すること。 

⑤ 入札を希望しない場合には、参加しないことができるので入札辞退届を電子メール、郵送又

は持参により提出すること。 

⑥ 再入札は 1 回までとする。 

⑦ 本入札は、最低制限価格を設定する。 

⑧ 入札会場への入室は 2 名以内とする。 

9. 契 約 

契約は、民間建設工事標準請負契約約款(甲)に準拠する。 

10. 工事監理者 

工事監理者は、発注者が指定する者が行う。 

11. 請負代金支払条件 

「石垣空港国内線旅客施設保安検査場改修工事 一般競争入札 説明書」に記載のとおり。 

12. 各種手続 

(1) 工事施工上に必要な道路その他他人管理の土地の使用手続等は、受注者で行いその費用を負

担する。 

(2) 官公署その他、工事施工上に必要な手続等は、受注者で行いその費用を負担する。 

(3) 改修工事に伴うテナント入居者、第三者、近隣等への対策、苦情処理等については、受注者

において処理、解決し、その費用を負担する。 

13. その他 

(1) 受注者は、別途関連工事の取合い及び作業工程の調整に協力すること。 

(2) 工事中の提出書類等の名称、数量及び体裁は、監理者の提示書式による。 



-3- 

(3) 工事完成時の提出必要図書等の名称、数量及び体裁は、監理者の提示書式による。 

(4) 本工事は、空港制限区域内、または空港制限区域に隣接した場所での作業となるため、工事

着手前に、制限事項について関係者と十分に協議し、航空機及び旅客施設の運用に支障を来

さないよう留意すること。 


